
参考 令和 6 年度報酬改定 Q&A（関係部分抜粋） 
○栄養ケア・マネジメント、栄養マネジメント強化加算 

Vol.1 
問 126「施設サービスにおける栄養ケア・マネジメントについて」において、「管理栄養
士と医師、歯科医師、看護師及び介護支援専門員その他の職種が共同して栄養ケア・マネ
ジメントを行う体制を整備すること」とされている。また、栄養マネジメント強化加算の
留意事項通知においても、「医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その
他の職種の者が共同して作成する栄養ケア計画」となっているが、記載されている全ての
職種の関与や配置は必要か。 

（答）管理栄養士及びその他の必要な職種により多職種共同で栄養ケア計画の作成等の栄
養管理を行う必要があるが、記載されている全ての職種の関与及び配置は必須ではない。 
 
○高齢者虐待防止措置未実施減算について 

Vol.1 
問 167 高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止す
るための全ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこ
と）がなされていなければ減算の適用となるのか。 

（答）・減算の適用となる。 
・なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意すること。 

Vol.1 
問 168 運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、
発見した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。 

（答）過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が
生じた月」となる。 
 

Vol.1 
問 169 高齢者虐待防止措置未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止する
ための全ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）
がなされていない事実が生じた場合、「速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、
事実が生じた月から三月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告すること
とし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入居者全員につ
いて所定単位数から減算することとする。」こととされているが、施設・事業所から改善
計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。 

（答）改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差
し支えない。当該減算は、施設・事業所から改善計画が提出され、事実が生じた月から３か
月以降に当該計画に基づく改善が認められた月まで継続する 



○虐待防止委員会及び研修について 
Vol.1 
問 170 居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業者では、実質的に従業者が
１名だけということがあり得る。このような事業所でも虐待防止委員会の開催や研修を
定期的にしなければならないのか。 

（答） 
・虐待はあってはならないことであり、高齢者の尊厳を守るため、関係機関との連携を密に
して、規模の大小に関わりなく虐待防止委員会及び研修を定期的に実施していただきたい。
小規模事業所においては他者・他機関によるチェック機能が得られにくい環境にあること
が考えられることから、積極的に外部機関等を活用されたい。 
・例えば、小規模事業所における虐待防止委員会の開催にあたっては、法人内の複数事業所
による合同開催、感染症対策委員会等他委員会との合同開催、関係機関等の協力を得て開催
することが考えられる。 
・研修の定期的実施にあたっては、虐待防止委員会同様法人内の複数事業所や他委員会との
合同開催、都道府県や市町村等が実施する研修会への参加、複数の小規模事業所による外部
講師を活用した合同開催等が考えられる。 
・なお、委員会や研修を合同で開催する場合は、参加した各事業所の従事者と実施したこと
の内容等が記録で確認できるようにしておくことに留意すること。 
・また、小規模事業所等における委員会組織の設置と運営や、指針の策定、研修の企画と運
営に関しては、以下の資料の参考例（※）を参考にされたい。 
（※）社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センター「施設・事業所における
高齢者虐待防止のための体制整備-令和 3 年度基準省令改正等に伴う体制整備の基本と参考
例」令和 3 年度老人保健健康増進等事業、令和 4 年 3 月。 
 
○業務継続計画未策定減算について 

Vol.1 
問 164 業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。 

（答）・感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、かつ、当
該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。 
・なお、令和３年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、業
務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業務継
続計画未策定減算の算定要件ではない 

Vol.1 
問 165 業務継続計画未策定減算の施行時期はどのようになるのか。 

（答） 
業務継続計画未策定減算の施行時期は下記表のとおり。 



 
対象サービス 施行時期 

① 通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養
介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型
通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多
機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介
護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地
域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉
施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護
予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療
養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、
介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小
規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応
型共同生活介護 

令和６年４月 
※ただし、令和７年３月 31 日まで
の間、感染症の予防及びまん延の防
止のための指針の整備及び非常災
害に関する具体的計画の策定を行
っている場合には、減算を適用しな
い。 

② 通所リハビリテーション、介護予防通所リハ
ビリテーション 

令和６年６月 
※上記①の※と同じ 

③ 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リ
ハビリテーション、福祉用具貸与、定期巡回・
随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介
護、居宅介護支援、介護予防訪問入浴介護、
介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテ
ーション、介護予防福祉用具貸与、介護予防
支援 

令和７年４月 

 
Vol.1 
問 166 行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認され
た場合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。 

（答） 
・業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見し
た時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用すること
となる。 
・例えば、通所介護事業所が、令和７年 10 月の運営指導等において、業務継続計画の未策
定が判明した場合（かつ、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関す
る具体的計画の策定を行っていない場合）、令和７年 10 月からではなく、令和６年４月から
減算の対象となる。 
・また、訪問介護事業所が、令和７年 10 月の運営指導等において、業務継続計画の未策定



が判明した場合、令和７年４月から減算の対象となる。 
 
 


